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新
年
快
乐
！ 

希
望
今
年
日
中
关
系
能
有
所
改
善
。
作
为
无
法
搬
迁
的
邻
国
，
和
平
解
决
争
端
的

唯
一
途
径
就
是
对
话
。
而
对
话
的
最
佳
方
式
莫
过
于
民
间
交
流
。
让
我
们
今
年
继

续
通
过
各
种
活
动
扩
大
交
流
范
围
。 

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。  

 
 

 
 

今
年
は
、
少
し
日
中
関
係
が
よ
く
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
引
っ
越
し
で
き
な

い
隣
人
で
す
か
ら
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
平
和
的
に
物
事
を
進
め
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
は
や
は
り
民
間
交
流
が
一
番
で
す
。
今
年
も
色
々
な
活
動
で
交
流
の
輪

を
広
げ
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部 

支
部
長 
真
田
紀
子 

鍋
と
お
酒
が
お
い
し
か
っ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
い
い
気
分
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま

し
た
。 

 

行
事
の
後
に
食
事
会
が
あ
る
と
、
行
事
参
加
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り

ま
す
。 

中
国
百
科
検
定
は
ち
ょ
う
ど
望
年
会
シ
ー
ズ
ン
で
す
。 

来
年
、
中
国
百
科
検
定
を
受
験
し
て
、
望
年
会
に
参
加
す
る
と
い
う
の

は
ど
う
で
し
ょ
う
？
と
宣
伝
し
て
、
感
想
を
終
わ
り
ま
す
。 

田
中
栄
子 

 

役
員
だ
け
の
参
加
で
はMO

TT
A
IN
A
I

！
① 

日
中
友
好
協
会
会
員 

大
月
正
雄 

第
24
回
目
の
井
笠
支
部
準
備
会
が
12
月
16
日
、
井
原
市
の
出
部
（
い
ず
え
）
公
民

館
で
持
た
れ
ま
し
た
。 

 

私
に
と
っ
て
は
、
準
備
会
へ
は
初
め
て
の
参
加
で
し
た
の
で
、
ど
ん
な
会
議
に
な

る
の
か
、
ま
た
ど
ん
な
方
々
と
お
会
い
で
き
る
の
か
、
と
て
も
楽
し
み
で
し
た
。 

 

冬
晴
れ
の
下
、
高
速
道
を
愛
車
のSEA

L

で
突
っ
走
り
、
下
道
を
北
上
し
て
、
片
道
50

k
m

弱
、
や
っ
と
の
こ
と
で
そ
れ
で
も
時
間
的
に
は
ゆ
と
り
を
持
っ
て
会
場
に
着
き
ま

し
た
。 

 

さ
て
、
「
準
備
会
」
と
の
こ
と
で
し
た
の
で
、
支
部
結
成
に
向
け
て
の
議
論
が

主
な
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
く
の
時
間
を
取
っ
て
、
宇
野
先
生
か
ら
日

中
関
係
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
、
と
て
も
有
意
義
な
会
議
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
話
は
結
論
か
ら
言
う
と
、
「
台
湾
有
事
は
（
国
際
）
法
的
に
存
立
危
機
事
態

に
な
り
得
な
い
」
と
言
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、 

「
台
湾
は
国
で
も
な
く
国
連
加
盟
国
で
も
な
い
た
め
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
台

湾
に
武
力
攻
撃
を
し
た
と
し
て
も
、
日
本
に
と
っ
て
は
集
団
的
自
衛
権
発
動
の
国
際

法
的
根
拠
と
な
ら
な
い
。
ま
た
、
仮
に
米
中
が
戦
争
状
態
に
な
っ
た
時
に
、
米
国
が

台
湾
を
支
援
す
る
た
め
に
日
本
に
対
し
て
行
う
要
請
は
、
台
湾
は
国
で
は
な
い
た
め

国
際
法
上
認
め
ら
れ
ず
、
日
本
の
集
団
的
自
衛
権
行
使
も
違
法
と
な
る
（
日
本
が
参

戦
す
れ
ば
、
日
本
が
中
国
に
宣
戦
布
告
し
た
こ
と
に
な
り
、
国
際
法
上
の
根
拠
が
な

く
違
法
と
な
る
）
」
と
言
う
こ
と
で
す
（
私
の
解
釈
に
少
し
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
）
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 

次
号
へ
続
く 

 

第
１８
回
中
国
百
科
検
定 

  

２
０
２
５
年
１２
月
６
日
の
土
曜
日
に
、
岡
山
交

流
セ
ン
タ
ー
５
階
の
第
２
会
議
室
で
標
記
の
試

験
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

当
日
受
験
者
は
特
級
受
験
が
１
人
、
１
級
受

験
が
３
人
で
し
た
。 

参
加
者
懇
談
会
の
感
想
で
す
。 

 

・
問
題
集
を
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
忘
れ
て
い

る
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 

・ボ
ケ
防
止
の
た
め
に
受
け
て
い
る
。 

 

・
仕
事
が
忙
し
く
て
、
ほ
と
ん
ど
勉
強
し
て
い

な
い
。 

 

・
今
回
緊
張
し
た
。
得
点
目
標
を
設
定
し
て
い

た
。
８
割
を
目
標
に
し
て
い
た
の
で
不
安
に
な
っ

た
。 

 

・
合
格
は
し
て
い
る
と
思
う
。
紹
興
酒

の
熟
成
は
地
下
と
い
う
回
答
で
は
だ
め

な
の
か
な
？ 

 

・
１
９
３
０
年
代
に
活
躍
し
た
女
優

で
25
歳
で
自
殺
し
た
の
は
誰
な
の
か
？ 

 

・
宇
宙
関
連
の
問
題
が
で
な
か
っ
た
。 

 

・
イ
ス
ラ
ム
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。 

 

望
年
会
に
参
加
し
て 

２
０
２
５
年
12
月
５
日
、
岡
山
国
際
交
流

セ
ン
タ
ー
で
中
国
百
科
検
定
が
行
わ
れ
ま

し
た
。 

１
級
を
受
験
し
ま
し
た
が
、
多
忙
の
た
め
、

ほ
ぼ
ノ
ー
勉
で
受
験
し
た
の
で
、 

結
果
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
し
た
（
笑
） 

 

試
験
後
は
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
望
年
会

 

で
す
。 

会
場
は
、
岡
山
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
前
の
神
楽
町 

焼
肉

店
で
す
。 

昨
年
も
利
用
し
た
お
店
で
、
お
店
の
名
前
の
焼
肉
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
火
鍋
が
と
て
も
お
い
し
い
お
店
な
の

で
す
。
今
年
の
メ
ニ
ュ
ー
は
火
鍋
で
し
た
。
合
計
８
名

で
２
つ
の
火
鍋
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
し
た
。 

私
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
薬
膳
鶏
湯
＋
麻
辣
、
も
う

1

つ
の
グ
ル
ー
プ
は
薬
膳
鶏
湯
＋
チ
ゲ
で
し
た
。 

麻
辣
ス
ー
プ
は
旨
辛
を
選
択
（
し
び
辛
も
あ
り
ま
す
）

し
ま
し
た
。 

私
の
鍋
グ
ル
ー
プ
に
は
、
車
で
参
加
や
夜
勤
が
あ
る

と
い
う
理
由
で
、
お
酒
大
好
き
な
の
に
飲
め
な
い
メ
ン

バ
ー
が
い
て
、
ち
ょ
っ
と
残
念
そ
う
で
し
た
。 

鍋
を
食
べ
な
が
ら
、
話
を
し
て
盛
り
上
が
れ
て
楽
し

い
時
間
で
し
た
。 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１
月
１３
日
（火
）午
前
１０
時
半
か
ら 

民
主
会
館
１
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

 

河井 

犬飼 

大月 

真田 

台湾有事は法的に存立危機事態になり得ない  

－元内閣法制局長官の警鐘が最重要－ 

            日中友好協会倉敷支部 宇野忠義 

 

１ 台湾有事をめぐり、高市早苗首相が国会で「（中国による）武力の行使

を伴うものであれば、存立危機事態になりうる」と明言し、日中関係が悪化

し、国民感情も悪化している。 今、最も重要なことは、１９７２年日中国

交回復時の「日中共同声明」、１９７８年の「日中平和友好条約」等の相互

の合意に立ち戻り、冷静、沈着な判断による反省と失言の撤回をすることで

ある。 

 ましてや，対立をあおるかのようなメディアの喧伝と高市政権による軍備

の大増強と武器輸出の拡大、戦争準備の急進展など断じて慎むべきである。

火に油を注ぐようなことをすべきではない。 

 この問題を考える際、法律および安全保障問題の専門家の見解が参考にな

る。１２月４日の朝日新聞に発表された記事の要旨に付言しながら紹介した

い。 

２ 一人は元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏である。法律の番人とも言われた

宮崎氏は「法的に見て、台湾有事に存立危機事態の成立の余地はないのでは

ないか」と主張している。 

 宮崎氏は２０１５年の安保法制は違憲であると主張しているが、仮に安保

法制が合憲だとしても、法的に見れば台湾有事に集団的自衛権すなわち存立

危機事態が成立する余地はそもそもないのではないか、と判断している。 

 その根拠は、国連憲章第七章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行

為に関する行動」（第３９条～第５１条）の５１条の規定と照合して検討し

ている。 

 すなわち、「集団的自衛権の国際法上の根拠規定は国連憲章 51条で、いず

れかの国連加盟国に対して武力攻撃が発生することが前提条件です。しか

し、主要国は台湾を独立国として認めておらず、国連加盟国でもない。加え

て、当事国で、安保理常任理事国でもある中国は『一つの中国』を主張し、

日本もこれを尊重するとしてきています。つまり、台湾については、集団的

自衛権を行使する国際法上の前提条件がない」ことになる。 

 また、「米国が中国から武力攻撃を受けたという理由で、米国が日本に集

団的自衛権行使を要請するというシナリオ」を想定しても、「台湾が武力支

援を対米要請しても上記同様に米国の集団的自衛権発動の理由になり得な

い。それ故、米国の対中攻撃に正当性を見いだすことは難しい。言い換えれ

ば、中国の米国に対する武力による反撃も、正当防衛になりこそすれ、国際

法上『違法＝不正』と決めつけるのは困難です」 

３ さらにまた、「集団的自衛権にせよ、個別的自衛権にせよ、武力行使が

らこれを阻止するため遅滞なく中国に対し武力制裁を加えるため、つまり中

国との武力衝突にいたる可能性を重々承知の上で中国の『庭先』に戦力を展

開するわけでしょう」 

 「中国との間に戦端が開かれたという場合に、米国に国際法上の正当防衛

を主張するための『急迫性』を認めるのは難しいのではないでしょうか。そ

うだとすれば、この点だけでも、米国の日本に対する集団的自衛権発動要請

には条件の欠落があり、言い換えれば存立危機事態認定の前提を欠き、我が

国がこれに応じて武力行使を行う国際法上の権利は生じないということにな

るはずです」 

５ 対中武力攻撃の行き着く先は戦争 

 記者が「万一、米国の要請を受けて日本が存立危機事態を認定し、集団的

自衛権の行使に踏み切ったら、どうなると思いますか。」という質問に対して

は、次のように回答している。 

 「中国の日本への軍事的反撃は避けがたいでしょう。さて、その場合の日

本は、いまや個別的自衛権を援用し、専守防衛の正当な戦いであるとして道

徳的に国民を鼓舞し、世界に訴えることができるかといえば、無理でしょう。

なぜなら、米中が戦闘状態にあるとき日本が中国に攻撃すれば、中国からす

ると先に武力行使をしたのは日本となります。法的根拠を欠いた米国の要請

にもとづく対中武力行使の行き着く先は、かつて侵略した中国と再度、正当

性のない、地獄の戦争を続けるという事態に至ることを意味するといわなけ

ればなりません」 

「ですから、きちんと法的問題に向き合い、できないことはできないとはっ

きりさせておくのでなければ、まさに国を誤る、と危惧しています」律法的、

論理的に明快な示唆に富んだ警鐘を全国民傾聴すべきだと考えます。 

６ もう一人の中台関係史の専門家、防衛研究所専門研究員の五十嵐隆幸氏の

台湾有事の可能性についての見解に私の補足を加えて紹介したい。 

 中国が台湾統一を主張しているが、「中国の指導者で武力統一を強調したの

は基本的に毛沢東だけです。鄧小平は米中国交正常化後に平和統一を掲げま

した。」 「公式見解は今も平和統一です。」 

 台湾有事を見通す議論は、２０２１年３月、米国のインド・太平洋軍司令

官が、「今後６年以内に中国が台湾に侵攻する可能性がある」と議会で証言し、

日本では、読売新聞、共同通信などメディアが報道を繰り返した。海軍の軍

備増強を狙った発言だととらえられているが、実際「抑止力」を重視する米

国では軍備増強と同盟国への軍備増強の要請が強まっている。 

７ 「日本国内でも台湾有事は日本有事、という言葉が広まり、中国が台湾

を攻めるのは当たり前だと凝り固まりました。ただ現在、米国では議論が低

調になっている。台湾でも同様です」 

 「中国が目指しているのは、やはり武力によらない平和統一でしょう。中

国にはその方が得策です。米国も日本も介入できませんから。武力行使のマ

イナスはロシアのウクライナ侵攻で明らかです。国力が低下してしまう」 

 「中国の軍事力拡大も、あくまでも平和統一のためである」 

 「専門家は筋道を立て、何がありうるのかをきっちり考える。世論はもう

少し冷静に。それと、台湾の歴史や中国との関係への理解をもっと深めたい。

感情的なものを切り離し、果たして日本のためになるのか、しっかり考えて

答えを出すことが大切だと思います」 

 いずれも重要な見解だと考えます。事態を深く、冷静に、論理的にとらえ

なければなりません。 

 日中関係が正常な状態に戻るよう、政府の反省と外交努力を求めるととも

に、草の根レベルの交流を意識的に進めていきましょう。 

 

認められるのは『急迫かつ不正な』武力攻

撃を受けている場合に限定されているの

で、米国が日本に集団的自衛権の発動を求

めてきたとしても、『米国が他から不正な武

力攻撃を受けたから』とはいえない。日本

が集団的自衛権を理由に中国に対し武力行

使することは、国際法上根拠を欠き違法と

いうことになるはずです」 

４ 「『急迫性』の要件にも疑問が生じます。

米国は、台湾侵攻の着手なり兆しがあった


